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航 空 重 大 イ ン シ デ ン ト 調 査 報 告 書

所 属 株式会社大韓航空

型 式 ボーイング式７７７－３００型

登 録 記 号 ＨＬ７５７３

インシデント 種 類 航空機の脚が損傷し、地上走行が継続できなくなった事態

発 生 日 時 平成３０年６月２９日 （金）１２時４３分ごろ

発 生 場 所 成田国際空港



１．概要

大韓航空所属ボーイング式７７７－３００型は、平成３０年６月２９日（金）、機長ほ

か乗務員１５名及び乗客３１９名の計３３５名が搭乗し、定期７０３便として、仁川

国際空港を離陸し、成田国際空港に着陸した際、右主脚の後方車軸が折損し、

その後の地上走行中に誘導路上で停止し地上走行が継続できなくなった。

（重大インシデント機の写真）

報告書 Ｐ１
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２．原因 報告書 Ｐ１２

⃝ 本重大インシデントは、着陸時に右主脚後方の車軸が折損したため、誘導路上

で停止し地上走行が継続できなくなったものと認められる。

⃝ 車軸が折損したことについては、ピボット穴に腐食に起因する「応力腐食割れ*」

が発生し、割れがある状態のままで運航したことによるものと推定される。

⃝ ピボット穴に腐食が発生したことについてはブッシングが回転しシーラントが切れ

たことで水分が浸入したこと、及び腐食防止剤が塗布されていなかったことが関

与したものと推定される。

* 「応力腐食割れ」とは、腐食環境に置かれた部材に引張応力（残留応力を含む）

が加わったとき、 腐食環境にない場合より急速に亀裂が発生、成長する現象をいう。
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３．飛行の経過 報告書 Ｐ２

仁川国際空港を離陸。

成田国際空港に着陸。

他社機から管制官に、同機の右側主脚後方から煙のようなものが見える

との無線通報。管制官は同機に対して現在位置で停止するように指示。

同機は管制官からの停止指示を受け直ちに機体を停止。

図１ 重大インシデント発生場所周辺図

主な時系列 （すべて日本時間）

１０時３８分

１２時３７分

１２時４１分ごろ

１２時４３分ごろ

滑走路長：2,500m
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４．機体の損壊状況 報告書 Ｐ３

小破

・右主脚後方車軸折損

・右主脚トラックビーム破損

・右主脚ステアリング機構の破損

・ブレーキ及びステアリング機構の作動油ホースの切断

・作動油漏れ

・ブレーキ関連部品の破損

・右主脚配線及び配線板の破損

前方

12番
8番

4番

図４ 右主脚（機体右側から）

12番11番

図３ 右主脚（機体後方から）

図５ 折損した右主脚後方の車軸 （後方から）

12番11番
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５．主脚ステアリング機構 報告書 Ｐ４

図７ 主脚のステアリング機構

⃝ 主脚後方の車軸（#9 , 10 , 11 , 12）にはステアリング機構が装備されており、

前脚ステアリングの動きに応じて主脚後方の車軸（アクスル）がピボット・ピン

を中心に動く機構になっている。 （注：ピボットとは回転軸のこと）

図６ 各車輪に割り振られた番号

前脚

左主脚 右主脚
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６．折損した車軸の詳細調査 報告書 Ｐ６

⃝ 折損した車軸について詳細調査を行った。

⃝ 前側破面については全面が腐食により黒く変色。

⃝ 後側破面については、一部が腐食により黒く変色している部分と灰色の真新しい

金属表面の両方を確認。

11番
12番

破面が黒く変色し
ていた部分。

図９ 折損した右主脚後方の車軸（前方から）
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７．車軸の破面について 報告書 Ｐ７

上方

後方

前
側
破
面

後
側
破
面

腐食及び摩耗痕

図１０ 折損した車軸の左半分の前側破面（１１番側）

200μm

約9.5cm

応力腐食割れの起点

上方

後方

後
側
破
面

応力腐食割れの起点

図１１ 折損した車軸の右半分の後側破面（１２番側）

200μm

⃝ 後側破面については、ピボット穴の下部にあ

るグリースの通路に発生した腐食が起点と

なって応力腐食割れが発生し、繰り返し荷重

により割れが進行。（図１１赤破線）

⃝ 前側破面については、ピボット穴の下部

に発生した腐食が起点（図１０赤矢印）と

なって応力腐食割れ（図１０白破線まで）

が発生し繰り返し荷重により割れが進行。
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８．ピボット部の断面と分解部品 報告書 Ｐ８

図１３ ピボット部の断面図と分解した部品

シーラント

図中の
G1～G4はグリースの通路を表し
B1～B4はブッシングを表す。

シーラント

G3

ブッシングB2

摩耗・腐食
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９．応力腐食割れの起点について 報告書 Ｐ９、Ｐ１１

⃝ ピボット内面には摩耗と腐食を確認。

⃝ ピボット内面には、ブッシングが圧入されており、水分等の浸入を防止するため、

フランジ部にシーラントが施されている（図１３）。

⃝ 本来ブッシングがピボット内面で回転することはないが、ブッシングが回転したこ

とによりシーラントが切れ、その隙間からピボット穴とブッシングとの間に水分等

が浸入し、摩耗や腐食が発生したことが「応力腐食割れ」の起点と考えられる。
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１０．ブッシングが回転したことについて 報告書 Ｐ８、Ｐ９

⃝ ブッシングが回転したことについては、ピボットピンの外径が規定値よりも太かったことが関与

した可能性が考えられる。

⃝ ピボット部の複数の箇所から検出された「乾燥し固まったグリース」が、新しく注入されるグリー

スの流れを妨げ、ピボットピンとブッシングの固着と、ブッシングの回転に関与した可能性が考

えられる。

⃝ グリースが乾燥し固まった事ことついては、ブッシングの内径面に施される円周方向のグリー

スの通路（溝）が施されていなかったことが関与した可能性が考えられる。
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図１５ ブッシング内径面のグリースの通路（溝）

図１２ ブッシングB2 

グリースの通路で乾燥し固まったグリース

グ
リ

ー
ス
の

通
路

ブッシングB2（洗浄後） ブッシングB3（洗浄後） 正常なブッシング



１１．同社の同型機の車軸ピボット部 報告書 Ｐ１０、Ｐ１１

⃝ 同社において同型機の車軸ピボット部の状態を調査したところ、一部の車軸に腐食が

認められた。

⃝ 更に、ピボットピンやグリースの状態が良好な車軸ピボット部においてもブッシングが

回転した痕跡があるものが認められた。このことはたとえピボットピンとブッシングが固

着していないものであっても、ブッシングは回転する可能性があることを意味している。

⃝ これらの車軸はすべて製造者のマニュアルが改訂される前にオーバーホールを実施し

たものであったことから、ブッシング組み付け部に腐食防止剤が塗布されていなかった

ことが関与したものと推定される。

図１６ 他機の車軸ピボット部（ブッシングを取り外した状態）

ブッシングが回転した痕跡
腐食が認められた車軸

シーラントの位置
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１２．同種事例と設計製造者による再発防止策 報告書 Ｐ５

機体の設計・製造者は、２０１２年１２月に運航者に対し以下の情報を提供している。

⃝ 主脚のオーバーホール時に車軸のピボット穴に割れ（車軸折損には至っていない）

が発見された事例が２件あった。

⃝ 割れの原因はいずれもピボット部に腐食が発生した状態で応力を受けたことによる

「応力腐食割れ」であった。

⃝ 設計・製造者は２０１２年７月に応力腐食割れの再発防止策としてピボット部のブッ

シング（軸受）を組み付ける際に腐食防止剤を塗布するようにコンポーネント・メンテ

ナンス・マニュアル（ＣＭＭ）を改訂した。
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１３．原因 報告書 Ｐ１２

⃝ 本重大インシデントは、着陸時に右主脚後方の車軸が折損したため、誘導路上

で停止し地上走行が継続できなくなったものと認められる。

⃝ 車軸が折損したことについては、ピボット穴に腐食に起因する「応力腐食割れ*」

が発生し、割れがある状態のままで運航した事によるものと推定される。

⃝ ピボット穴に腐食が発生したことについてはブッシングが回転しシーラントが切れ

たことで水分が浸入したこと、及び腐食防止剤が塗布されていなかったことが関

与したものと推定される。

* 「応力腐食割れ」とは、腐食環境に置かれた部材に引張応力（残留応力を含む）

が加わったとき、 腐食環境にない場合より急速に亀裂が発生、成長する現象をいう。
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１４．同社による再発防止策 報告書 Ｐ１２

⃝ 同社はコンポーネント・メンテナンス・マニュアル（ＣＭＭ）が改訂となる以前に

オーバーホールを実施した機体（７機）に対して車軸に損傷が無いか目視点

検を実施した。その後、上記７機すべての両側主脚後方の車軸（計１４本）を

交換した。

⃝ 同社はグリースアップ作業時に「詰まり」が発生し新しいグリースが摺動部に

十分に行き渡らない様な状況が発生した場合の対処要領について、その内容

を作業手順書に追記し、確実なグリースアップが行われるよう対策を採った。

しょうどうぶ
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